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更新の結果、６５歳以下については募集パンフレットの月額保険料から、コース、年代、性別により
２円から１２０円下がりました。※６６歳以上の方はパンフレット記載のとおりです。

令和２年１月更新のグループ保険の月額保険料

12,265人

86.5％

10,750人

75.9％

6,175人

43.6％

三大疾病保障保険

10,950人

77.3％

4,710人

33.2％

5,066人

35.7％

長期所得補償保険疾病医療上乗せ保険グループ保険 医療保障保険 団体傷害保険

契約代表者：公益財団法人 海上保安協会

～巡視船えさん～（提供：小樽海上保安部）





①請求書が変更されます ※旧請求書も使用可能です。

②入院状況報告書が治療状況報告書に変更されます
※入院状況報告書も使用可能です。



≪ 「ご加入内容のお知らせ」 特にご確認いただきたい部分≫

●生保部分

グループ保険の死亡保険金
受取人をご確認ください。
※グループ保険は死亡・高
度障害の場合に一時金もし
くは年金で保険金を受け取
ることができます。受取方
法は受取人にご請求時に決
めていただきます。

三大疾病保障保険の死亡保険金受取人・指
定代理請求者をご確認ください。
※指定代理請求者とは…加入者本人が請求
できない特別な事情（注）がある場合に、
加入者に代わって保険金を請求することが
できる者(注)加入者本人が、事故や病気な
どで寝たきりの状態になり、保険金のご請
求を行なう意思表示が困難な場合

死亡保険金受取人・指定代理請求者は保険期間途中でも変更すること
ができます。変更をご希望の場合は、最寄りの部署等の庶務担当者ま
でお申し出ください。

●損保部分

疾病医療上乗せ保険・長期所得補償保険について、対象外となる疾
病・症状のある場合は、※１※２等と表記し、加入者証左下欄に、対
象外疾病・症状を記載しておりますので、ご確認ください。



マリアス保険の全制度が年払から月払に変更されました。
保険料は、海上保安協会に登録されている銀行等の口座か
ら引き落とし（毎月27日）していますが、残高不足による引き
落とし不能で保険料が未納の場合、保険契約が失効するこ
とがありますのでご注意ください。

・引き落とし口座を変更する場合は、海上保安協会にお問い合わ
せください。

・万が一、口座引き落としができなかった場合は、海上保安協会か
ら郵便局払込取扱票をお送りしますので、指定期日までに必ず振
込みをお願いします。

期日までに保険料の納付が無い場合、保険契約が失効する恐れがあります！
※給与口座と海上保安協会の保険料引き落とし口座は連動していません。給与
口座を変更されても保険料引き落とし口座は自動変更されませんのでご注意くだ
さい。

●保険料以外のお知らせ（マリアスWEBサイト）

マリアス保険制度を職員、家族及び退職者等に

広くご案内させていただくために、

①マリアスのパンフレット、②ライフプランシミュ

レーション（簡易版）、③海上保安協会への届出

及び請求ガイド等掲載しております。（また、④皆

様からのご質問もメールでお受けすることができ

ます）

是非アクセスいただき、幅広いご利用をお待ちし

ております！

①
②

④

◆◆ 国家公務員健康週間標語 ◆◆

「 無理してない？ 未来の自分も 大切に 」

※インターネット環境があればどこからでもアクセス可能
例）自宅等のパソコンの場合：
海上保安協会ホームページのトップページにある「団体保険マリアス（加入者専用）」の
バナーをクリックし、マリアスWebサイトにアクセスしてください。（ＰＡＳＳ：19480512）

【マリアスWEBサイトイメージ図】

③


